
議案第 37号  

 

 

   西脇市行政手続条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

 

 

 西脇市行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和８年６月２日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 行政手続法の改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため。   



 
 

 
西

脇
市

行
政

手
続

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

   
西

脇
市

行
政

手
続

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

2
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 
（
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続
）
 

第
13
条
 
（
略
）
 

⑴
 
（
略
）
 

 
ア
 
（
略
）
 

イ
 
ア
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
名
宛
人
の
資
格
又
は
地
位
を
直
接
に
剥
奪
す
る
不
利

益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
 

 
 
ウ
 
（
略
）
 

⑵
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
聴
聞
の
通
知
の
方
式
）
 

第
15
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
い

て
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
、
公
示
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

    
４
 
前
項
の
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
、

第
１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
示

事
項
」
と
い
う
。
）
を
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
行
政
庁
の
事
務
所

の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
当
該
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面

に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
を
開
始
し
た
日
か
ら
２
週
間
を
経

過
し
た
と
き
に
、
当
該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
代
理
人
）
 

第
16
条
 
前
条
第
１
項
の
通
知
を
受
け
た
者
（
同
条
第
４
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
が

到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
「
当
事
者
」
と
い
う
。
）
は
、
代
理
人
を

選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
～
４
 
（
略
）
 

（
続
行
期
日
の
指
定
）
 

 

（
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続
）
 

第
13
条
 
（
略
）
 

⑴
 
（
略
）
 

 
ア
 
（
略
）
 

イ
 
ア
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
名
宛
人
の
資
格
又
は
地
位
を
直
接
に
は
く
奪
す
る
不
 

利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
 

 
 
ウ
 
（
略
）
 

⑵
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
聴
聞
の
通
知
の
方
式
）
 

第
15
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
い
 

て
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
、
そ
の
者
の
氏
名
、
同
項
第
３
号
及
び
第
４
号
に
掲
 

げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
 

そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
を
当
該
行
政
庁
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
 

う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
 

と
き
に
、
当
該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
新
設
）
 

        
（
代
理
人
）
 

第
16
条
 
前
条
第
１
項
の
通
知
を
受
け
た
者
（
同
条
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
が
 

到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
「
当
事
者
」
と
い
う
。
）
は
、
代
理
人
を
 

選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
～
４
 
（
略
）
 

（
続
行
期
日
の
指
定
）
 

 



 
第
22
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
15
条
第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
は
、
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
又
は
参

加
人
の
所
在
が
判
明
し
な
い
と
き
に
お
け
る
通
知
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
３
項
及
び
第
４
項
中
「
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
」
と
あ

る
の
は
「
当
事
者
又
は
参
加
人
」
と
、
同
項
中
「
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
と
き
（
同
一
の
当

事
者
又
は
参
加
人
に
対
す
る
２
回
目
以
降
の
通
知
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
を
開
始
し
た
日

の
翌
日
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
聴
聞
の
再
開
）
 

第
25
条
 
行
政
庁
は
、
聴
聞
の
終
結
後
に
生
じ
た
事
情
に
鑑
み
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

主
宰
者
に
対
し
、
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
返
戻
し
て
聴
聞
の
再

開
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
22
条
第
２
項
本
文
及
び
第
３
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
聴
聞
に
関
す
る
手
続
の
準
用
）
 

第
29
条
 
第
15
条
第
３
項
及
び
第
４
項
並
び
に
第
16
条
の
規
定
は
、
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
15
条
第
３
項
中
「
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

28
条
」
と
、
同
条
第
４
項
中
「
第
１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
28
条
第
３

号
」
と
、
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
各
号
」
と
、
第
16
条
第
１
項
中
「
前
条
第
１

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
28
条
」
と
、
「
同
条
第
４
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
29
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
15
条
第
４
項
後
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
行
政
指
導
の
方
式
）
 

第
33
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

 
⑴
 
（
略
）
 

 
⑵
 
既
に
文
書
（
前
項
の
書
面
を
含
む
。
）
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
式
方
式
、
磁
気
的
方

式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
方
式
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）

に
よ
り
そ
の
相
手
方
に
通
知
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
の
内
容
を
求
め
る
も
の
 

 

第
22
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
15
条
第
３
項
の
規
定
は
、
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
又
は
参
加
人
の
所
在
 

が
判
明
し
な
い
と
き
に
お
け
る
通
知
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
 

同
条
第
３
項
中
「
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
又
は
参
 

加
人
」
と
、
「
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
掲
示
を
 

始
め
た
日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
（
同
一
の
当
事
者
又
は
参
加
人
に
対
す
る
２
回
目
 

以
降
の
通
知
に
あ
っ
て
は
、
掲
示
を
始
め
た
日
の
翌
日
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
聴
聞
の
再
開
）
 

第
25
条
 
行
政
庁
は
、
聴
聞
の
終
結
後
に
生
じ
た
事
情
に
か
ん
が
み
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
 

き
は
、
主
宰
者
に
対
し
、
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
返
戻
し
て
聴
 

聞
の
再
開
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
22
条
第
２
項
本
文
及
び
第
３
項
の
規
定
は
、
こ
の
 

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
聴
聞
に
関
す
る
手
続
の
準
用
）
 

第
29
条
 
第
15
条
第
３
項
及
び
第
16
条
の
規
定
は
、
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
15
条
第
３
項
中
「
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
28
条
」
と
、
「
同
 

項
第
３
号
及
び
第
４
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
３
号
」
と
、
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
 

「
同
条
各
号
」
と
、
第
16
条
第
１
項
中
「
前
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
28
条
」
と
、
 

「
同
条
第
３
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
29
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
15
条
第
３
項
後
段
」
 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
行
政
指
導
の
方
式
）
 

第
33
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

 
⑴
 
（
略
）
 

 
⑵
 
既
に
文
書
（
前
項
の
書
面
を
含
む
。
）
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
式
方
式
、
磁
気
的
方
 

式
そ
の
他
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
 

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
方
式
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）

に
よ
り
そ
の
相
手
方
に
通
知
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
の
内
容
を
求
め
る
も
の
 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 


